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１．EPAの自己申告制度（輸出）について

１．EPAの自己申告制度（輸出）について

（輸出者・生産者による自己申告制度）
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証明制度 証明書類の取得方法 対象EPA等
（202６年６月時点）

メリットと留意点

第三者証明制度

（原産地証明書）

輸出締約国（日本）において権限ある
発給機関（日本商工会議所）に輸出者
又は生産者が発給を依頼

CPTPP、日EU、
日英、日米貿易協定
を除く全てのEPA

メリット ：発給機関（日本商工会議所）が原産性を判断。
留意点 ：発給に費用及び時間を要する。

認定輸出者制度

（原産地申告）

輸出締約国（日本）において権限ある
当局（経済産業省）により認定された
輸出者が書類を作成

日メキシコ、
日スイス、日ペルー、

RCEP

メリット ：認定後は輸出者自ら原産地申告を作成可能。
留意点 ：輸出国政府（経済産業省）による認定を受ける

必要がある。

自己申告制度
（原産品申告書）

（輸入者による自己申告）
輸入締約国の輸入者が書類を作成

日豪、CPTPP(※)、
日EU、日英、
日米貿易協定

メリット ：輸入者自ら原産品申告書を作成可能。
留意点 ：必要に応じ輸出者・生産者から輸入者に対して

原産性の根拠となる情報提供を行う。

（輸出者又は生産者による自己申告）
輸出締約国（日本）の輸出者又は生産
者が書類を作成

日豪、CPTPP、
日EU、日英、

RCEP（豪州、NZ、
韓国間のみ）

メリット ：輸出者・生産者が発給機関から原産地証明書
を取得する手間（費用・時間）が省ける。

留意点 ：輸入締約国から輸出国政府経由又は直接輸出
者・生産者に対して事後確認が行われる。
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※ブルネイ、マレーシア、ペルー及びベトナムについては、輸入者自己申告は未発効

１．EPAの自己申告制度（輸出）について

◼ 特恵待遇を要求（EPA税率を適用）するためには、EPAごとに定められた以下のいず
れかの原産地証明手続を行うことが必要。

原産地証明制度（日本から輸出する場合)



202６年６月現在原産地証明制度（日本からの輸出時）
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上記以外の締結済EPA 〇 × × ×

日英EPA × × 〇 〇

RCEP協定 〇 〇 　一部〇　※２ ×

日EU・EPA × × 〇 〇

日米貿易協定 × × × 〇

日オーストラリアEPA 〇 × 〇 〇

CPTPP × × 〇 　一部〇　※１

日スイスEPA 〇 〇 × ×

日ペルーEPA 〇 〇 × ×

日メキシコEPA 〇 〇 × ×

第三者証明制度 認定輸出者制度 自己申告制度（原産品申告書）

（原産地証明書） （原産地申告） ※輸出入者等が自ら原産品である旨を申告する。

※日本商工会議所が発給。ただし、日シンガポー

ル協定の場合は各地の商工会議所が発給。

※経済産業省が認定した輸出者

が原産品である旨を申告する。
輸出者・生産者による自己申告 輸入者自己申告

※１ブルネイ、マレーシア、ペルー及びベトナムについては、輸入者自己申告は未発効
※２オーストラリア・ニュージーランド・韓国仕向のみ利用可能

１．EPAの自己申告制度（輸出）について
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第三者証明制度と自己申告制度

⚫ 第三者証明制度とは、輸出者や生産者が「原産品」であることを確認し、
発給機関（権限のある当局またはその指定機関）に証明書（＝原産地証明書）の
発給を申請する制度です。

輸出国（日本） 輸入国

輸入者 税関
提出

（輸入申告）

証明書

発給機関
（日本商工会議所）

輸出者・生産者
発給申請

発給

⚫ 自己申告制度とは、輸入者、輸出者または生産者が、「原産品」であることを確認し、
証明書（＝原産品申告書）を自ら作成する制度です。

輸出国（日本） 輸入国

輸入者

税関
提出

（輸入申告）

証明書
または

原産品であることを裏付ける資料
輸出者・生産者

ここでワン
ポイント

１．EPAの自己申告制度（輸出）について



輸入者

輸入国税関

輸 出
（
E
P
A
税
率
）

輸
入
申
告

原産品
申告書

原産性の審査及び事後確認

輸入国

輸出者生産者

輸出国

自己申告制度とは
◼ 自己申告制度は、貨物の輸入者、輸出者又は生産者自らが、原産品申告書（当該貨物が原産品で

ある旨を明記した書面）を作成し、輸入者が輸入国税関に提出することにより、原産品であるこ
とを申告する制度。

◼ 自己申告制度においては、申告者自らが産品が原産品であることを疎明資料とともに確認し、原
産品であることを示す全ての記録を保管する義務があります。

◼ 輸入国税関には原産品申告書を提出しますが、それ以外の輸入申告時に提出すべき書類につい
ては、各締約国が国内法令で定めることとなっているため、輸入国税関に確認する必要がありま
す。（＊）（なお、「原産品申告明細書」は、日本への輸入において提出を求めているものです。 ）

（＊）
関係書類
(材料一覧表、
製造工程表、
価格表等)

原産品
申告書

原産品
申告書
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１．EPAの自己申告制度（輸出）について



（上は税関HPに掲載されている必要的記載事項を含めた様式見本）

◼下記のEPAにおいては、協定上の必要的記載事項が記載されていれば、原産品申告書の
様式は任意です。また、言語については原則英語で記載します。

必要的記載事項は
協定附属書３に規定

日オーストラリアEPA

様式見本

CPTPP RCEP協定

必要的記載事項は
協定附属書３ーBに規定

様式見本

・‟認定輸出者“の原産地申告と様式見本は同じ。

・英語で作成することが第3・18条に明記されている。

必要的記載事項は
協定附属書３―Bの２に規定

輸出者・生産者が作成する原産品申告書

様式見本
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１．EPAの自己申告制度（輸出）について



輸出者・生産者が作成する原産品申告書

日EU・EPA及び日英EPA

◼ 日EU・EPA及び日英EPAの輸出者・生産者自己申告において、原産品申告書は
協定附属書（日EUは３-D、日英は３-E）に定められた申告文を、仕入書その他の商業
文書上に記載して作成します。

◼ 申告文は協定に規定された言語で記載します。
（日EUは24の言語、日英は日本語又は英語）

(期間……………. から …………… まで)

この文書の対象となる産品の輸出者（輸出者参照番号…………… ）は、
別段の明示をする場合を除くほか、当該産品の原産地…………… が特恵に
係る原産地であることを申告する。

(用いられた原産性の基準)
…………………………………………………………..
(場所及び日付)
…………………………………………………………..
(輸出者の氏名又は名称)
…………………………………………………………..

日EU・EPAでは「日本国」又は「EU」
日英EPAでは「日本国」又は「英国」
を記載

（日本語）
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輸出者が作成したドキュメント
（例：仕入書）

１．EPAの自己申告制度（輸出）について



協定 保存書類 保存期間 協定根拠

日オーストラリアEPA

原産品申告書（写し）
契約書、仕入書、価格
表、総部品表、製造工
程表その他産品が原
産品であることを示す
全ての記録

5年間
協定第３・20条１（a）
法第５条

CPTPP 5年間
協定第３・26条２（a）
法第５条

日EU・EPA 4年間
協定第３・19条
法第５条

日英EPA 4年間
協定第３・19条
法第５条

RCEP協定 3年間
協定第３・27条
法第５条

疎明資料の保存
◼ 各協定及び経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律において、原産

品申告書の作成者は原産品申告書の写し及び産品が原産品であることを示す他の全ての記録
を保管する義務が規定されております。

◼ 書類の保存期間は、原産品申告書の作成の日から起算。
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１．EPAの自己申告制度（輸出）について

https://www.customs.go.jp/roo/text/australia2.pdf#page=25
https://www.customs.go.jp/roo/text/australia2.pdf#page=25
https://www.customs.go.jp/roo/text/australia2.pdf#page=25
https://www.customs.go.jp/roo/text/australia2.pdf#page=25
https://www.customs.go.jp/roo/text/australia2.pdf#page=25
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=426AC0000000112#Mp-At_5
https://www.customs.go.jp/roo/text/tpp3.pdf#page=34
https://www.customs.go.jp/roo/text/tpp3.pdf#page=34
https://www.customs.go.jp/roo/text/tpp3.pdf#page=34
https://www.customs.go.jp/roo/text/tpp3.pdf#page=34
https://www.customs.go.jp/roo/text/tpp3.pdf#page=34
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=426AC0000000112#Mp-At_5
https://www.customs.go.jp/roo/text/eu1.pdf#page=20
https://www.customs.go.jp/roo/text/eu1.pdf#page=20
https://www.customs.go.jp/roo/text/eu1.pdf#page=20
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=426AC0000000112#Mp-At_5
https://www.customs.go.jp/roo/text/uk1.pdf#page=24
https://www.customs.go.jp/roo/text/uk1.pdf#page=24
https://www.customs.go.jp/roo/text/uk1.pdf#page=24
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=426AC0000000112#Mp-At_5
https://www.customs.go.jp/roo/information/rcep/rcep2.pdf#page=37
https://www.customs.go.jp/roo/information/rcep/rcep2.pdf#page=37
https://www.customs.go.jp/roo/information/rcep/rcep2.pdf#page=37
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=426AC0000000112#Mp-At_5


２．EPAの自己申告制度（輸出）について

２．事後確認（検認）について
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（１）輸入者に対する輸入国税関による検証
輸入者から提出された資料等に基づき、輸入申告された貨物が相手国の原産品で

あるか否かを確認します。

（２）輸出国検証
輸入国税関から輸出者又は生産者に対し、当該貨物が原産品であるか否かについて

書面検証や訪問検証により実施します。

• 書面検証（産品について、質問票等により情報を求めること）
• 訪問検証（事務所や工場等を訪問し、産品の原産品の確認をすること）

事後確認の方法
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２．事後確認（検認）について

事後確認とは
「事後確認」とは、特恵税率を適用して輸出相手国に輸入申告された貨物について、
各経済連携協定等の規定に基づき、輸入通関後にその貨物が日本の原産品であるか否か
についての確認を行うことをいいます。
経済連携協定を利用して特恵税率を適用するためには、輸出する貨物が日本の原産品で
ある必要があります。



日本から輸出した貨物に対する輸入国からの確認について

⚫ 日本からの輸出貨物に対して、輸入国からEPA上の原産品かどうかの確認が行われることがあります。

⚫ 確認はEPAに規定された方法で実施されます。協定及び証明制度によって、実施方法は異なりますので、
以下の表と併せて各協定の規定等をご確認ください。

⚫ 輸入国からの情報提供要請の結果、原産品であることが確認できなかった事例もありますので、EPAの
利用に当たっては、輸出する貨物の原産性をよくご確認ください。

ＥＰＡ 第三者証明
（原産地証明書）

認定輸出者 輸出者自己申告

CPTPP 〇

RCEP 〇 〇 〇 〇

日オーストラリア ○ ○ 〇 〇

日EU、日英 〇

日ペルー、
日スイス

〇 〇

日メキシコ ○ ○ ○ 〇

その他のEPA 〇

証明制度（輸出貨物に係るもの）

情報の提出先 日本商工会議所 輸入国※ 経済産業省 輸入国※ 日本税関 輸入国※

13※輸入国当局が直接、輸出者へ検証を行う

２．事後確認（検認）について



２．事後確認（検認）について 日EU・EPA

輸入者

輸入国税関

輸入国

生産者 輸出者

輸出国税関（日本税関）

情報提供要請

情報提供
要請

情報提供

情報提供
輸出者(生産者)自己申告の場合、

輸入者は、輸入国税関に対し、要求された

情報が輸出者から直接提供され得るとき

は、その旨を通報する（第３.21条４）。

１ 輸入締約国の税関当局は、自国に輸入された産品が他方の締約国の原産品であるかどう
か又はこの章に定める他の要件を満たすかどうかを確認するため、第３・16条に規定する
関税上の特恵待遇の要求を行った輸入者に対して情報の提供を要求することにより、危
険性を評価する方法（無作為抽出を含む。）に基づく確認を行うことができる。（後略）

日EU・EPA 第３・21条 原産品であるかどうかについての確認
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輸出国（日本）



２．事後確認（検認）について 日EU・EPA

• 日EU協定第３.16条２（a） は、輸出者
（生産者）による原産品申告書の作成

• 日EU協定輸入者自己申告の場合、
輸出国検証は行われない

• 輸入国税関から輸出国の輸出者（生産
   者）に対する訪問検証は規定していない

輸入者

輸出国（日本） 輸入国

生産者 輸出者

輸出国税関（日本税関）

輸出国税関を
通じた

情報提供要請

書面または訪問
による検証

情報提供

情報提供

日EU・EPA 第３・22条 運用上の協力

２ 関税上の特恵待遇の要求が第３.16条２（a）に規定する原産地に関する申告に基づくもの
である場合において、確認を行う輸入締約国の税関当局が、前条１の規定に従って情報の
提供を最初に要求した後、産品の原産品としての資格を確認するために追加の情報が必要
であると認めるときは、当該税関当局は、更に、当該産品の輸入の後２年以内に輸出締約国
の税関当局からの情報の提供を要請することができる。（後略）
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輸出者・生産者による自己申告

①

④

③

②

輸入国税関



２．事後確認（検認）について 日EU・EPA
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◼日EU・EPAの輸出者・生産者自己申告における日本税関からの情報提供要請の例

要請内容：
日EU協定上の日本原産品であることを確認する
ための回答書及び関係書類の提出

期限内に回答がなされない場合、回答が不十分
な場合は、特恵税率適用が否認される可能性が
あります。

１．輸入者名、確認の対象となる貨物

２．確認の内容:
日EU協定上の日本原産品であることの確認

３.回答期限/４．提出先
回答期限までにEPA・原産地センターに回答
回答期限は、原則３０営業日程度以内



２．事後確認（検認）について CPTPP

CPTPP 第３.27条 原産品であることの確認

１ 輸入締約国は、自国の領域に輸入される産品が原産品であるかどうかを決定するため、次の一又は二以上の手段により、関税上
の特恵待遇の要求について確認を行うことができる。（注）（注略）

（a）当該産品の輸入者に対し、情報について書面により要請すること。

（b）当該産品の輸出者又は生産者に対し、情報について書面により要請すること。

（c）当該産品の輸出者又は生産者の施設に確認のための訪問を行うこと。

（d）繊維又は繊維製品については、第４.６条（確認）に規定する手続をとること。

（e）当該輸入締約国と当該産品の輸出者又は生産者が所在する締約国との間で決定するその他の手続をとること。

２ 輸入締約国は、確認を行う場合には、輸入者、輸出者又は生産者から直接情報を受領する。

（後略）

輸入者

輸出国（日本） 輸入国

生産者 輸出者

書面による
情報提供要請
又は 訪問

情報提供要請

輸出国政府（日本）

・書面検証の際、求めに応じて通報を受ける。
・書面検証の際 輸入国政府の求めに応じて支援を行う。
・訪問検証の際、同行の機会が与えられる。

輸入国税関

◼ 繊維又は繊維製品については、第４.６条において、第３.27条１(a)、(b)、(e)の規定に基づく確認又は同条の
現地訪問の規定に基づく確認を行うことができる旨が規定されている。
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２．事後確認（検認）について RCEP協定

輸入者

輸出国（日本） 輸入国

生産者 輸出者

発給機関

(d)訪問

(c) 情報提供要請

(b)情報提供要請

権限ある当局

(a) 情報提供要請(c) 情報提供要請

RCEP協定 第３.2４条 原産品であるかどうかについての確認

１ 輸入締約国の権限ある当局は、他の締約国から一の締約国に輸入される産品がこの章の規定に基づき原産品
であるかどうかを決定するため、次の手段による確認手続を行うことができる。

(a) 輸入者に対し、追加の情報について書面により要請すること。

(b)輸出者又は生産者に対し、追加の情報について書面により要請すること。

(c) 輸出締約国の発給機関又は権限のある当局に対し、追加の情報について書面により要請すること。

(d) 産品に係る設備及び生産工程を視察し、並びに原産性に関する記録（会計の資料を含む。）を検査するた
め、輸出締約国の輸出者又は生産者の施設に確認のための訪問を行うこと。（注）（注略）

(e) 関係する締約国が合意するその他の手続をとること。

(b)(d)要請の送付

(b)(d)に対する協力

輸入国税関

◼ 輸入者による原産地証明の場合、上記手段のうち(a)のみ実施可能。それ以外の制度においては、第三者証明制度であっても自
己申告制度であっても手段は同じ。実施順については、(d)の訪問による確認は(c)の実施後にのみ実施するとされている以外、
特段の規定はない。
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◼第3・24条の注において、締約国は、自国の輸出産品に係る原産品であるかどう
かの確認のための単一の連絡部局（コンタクトポイント）を指定することができると
規定されており、日本は政府内にコンタクトポイントを設置しています。

◼日本が輸出国として、相手国（輸入国）から輸出国検証の要請を受ける場合も、コン
タクトポイントを通じて受理することとなっています。相手国が日本の輸出者・生産
者に対して情報提供を要請する場合にも、コンタクトポイントへ要請の送付が行わ
れることとなっており、その場合、利用された証明制度に応じ、以下の機関から輸
出者・生産者の方に連絡いたします。

◆ 第三者証明制度・認定輸出者制度利用の場合

日本商工会議所

        経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部原産地証明室

◆ 輸出者・生産者による自己申告制度利用の場合

財務省関税局関税課原産地規則室

RCEP協定 事後確認に係る各締約国の連絡部局（コンタクトポイント）

相手国から、上記機関を介さず直接情報提供要請の連絡があった場合は、
利用された証明制度に応じ、各機関にご相談ください。
第三者証明制度・認定輸出者制度 ：経済産業省（原産地証明室）
輸出者・生産者による自己申告制度：財務省（原産地規則室）
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２．事後確認（検認）について RCEP協定
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２．事後確認（検認）について

中古品に対する原産地規則の適用についてここでワン
ポイント

日EU・EPA及び日英EPAにおいて、
中古品が協定上の原産品と認められるためには、
新品の生産の時点で協定上の日本原産品であり、
かつ、使用中にもその原産性が失われていないこと
を証明する必要があります。

証明できない場合、ＥＰＡ税率の適用が否認される
ことがあります。

中古品に対する日EU協定・日英協定の
原産地規則の適用について→



事後確認への対応の留意点
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２．事後確認（検認）について

原産品申告書作成の責務

原産品申告書の作成者は、申告内容への責任及び当該申告に係る関係書類の保存義務を負います。
原産性にかかる内容を理解しないまま申告すると、事後確認において、原産性の証明ができずEPA税率の適
用が否認されることがあります。疎明資料と共に原産性を確認した上で、自己申告を行うことが重要です。

原産性に関する疎明資料を保存・管理

社内体制の構築

事後確認に対応する部署が社内で明らかでない場合、対応に時間を要することになります。
期限内に回答を行うことができない場合、EPA税率の適用が否認されることもありますのでご留意ください。
また、担当部署を事前に決めている場合であっても、担当部署以外の他の関係部署に確認を要する場合もあ
ります。会社全体として、事後確認があった場合の対応を事前に調整・確認し、期限内に回答を行うことが重
要です。

セミナーや税関HP等で正しい知識を習得

生産者との円滑なコミュニケーション

保存・管理に係る社内ルールづくり

原産性に関する詳細情報を入手

事後確認において、日本の原産品であることを証明するには、疎明資料を提出する必要があります。
輸出者による自己申告において、生産者から詳細な情報が入手できず、否認されるケースもあります。
事前に生産者から原産性に関する情報を入手、確認した上で、自己申告を行うことが重要です。

事後確認において情報提供要請を受けた際、期限までに疎明資料を提出できないと、EPA税率の適用を否
認されるおそれがあります。各協定で定められた期間、疎明資料の保存・管理を適切に行うことが重要です。

役割分担、回答の決裁ルート等を整備
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３．よくある質問



よくある質問（２） ： EPA税率適用のための自己申告制度について

中国に貨物を輸出したいのですが、RCEP協定の自己申告制度
は利用できますか。

2026年６月現在、日本から中国にRCEP協定を利用して
貨物を輸出する場合、採用されている原産地証明制度は
「第三者証明制度」と「認定輸出者制度」となります。

RCEP協定において「輸出者・生産者自己申告制度」を採用している
国は、オーストラリア、ニュージーランド、韓国の3か国であり、
中国への輸出の場合、自己申告制度は利用できません。

なお、「認定輸出者制度」を利用する場合は、事前に輸出者が経済産
業省による認定を受ける必要があります。

⚫ RCEP協定において輸出者・生産者自己申告制度を採用している国
（2026年６月現在）

（参考） RCEP協定における輸入者による自己申告制度は、日本への輸入についてのみ採用。

オーストラリア ・ ニュージーランド ・ 韓国
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３．よくある質問 （１）



よくある質問（２） ： 輸出締約国内で調達した材料について３．よくある質問 （2）

HSコードの解釈が異なる場合はどうしたらよいですか。
日本での輸出申告時のHSコードと輸入相手国が判断するHS
コードが異なる場合があります。原産地規則はどちらを基に確
認すべきでしょうか。

輸入申告時に輸出国税関と輸入国税関の判断するHSコード
が異なる場合は、輸入国税関の意見が尊重されます。

また、産品が原産品と認められ、EPA税率が適用されるか否
かについても、最終的な判断は輸入国税関が行います。

EPA税率や原産地規則は、HSコードごとに規定されている
ため、輸入国税関が判断するHSコードに基づき、原産地規則
の確認手続きを進めていただくようお願いします。

HSコードについて不安がある場合には、相手国の事前教示制
度等を通じ、輸入国において適用するHS番号を事前に確認し
ておくことを推奨します。

〇税関HP「EPA相手国の事前教示制度」

➢ https://www.customs.go.jp/roo/index.htm
24

https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/epa_aitekokujizenkyouzi.html
https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/epa_aitekokujizenkyouzi.html
https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/epa_aitekokujizenkyouzi.html
https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/epa_aitekokujizenkyouzi.html
https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/epa_aitekokujizenkyouzi.html
https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/epa_aitekokujizenkyouzi.html


日本から輸出された貨物に対する事後確認（検認）は、どのよう
な方法（ルート）で実施されますか。

日本から輸出された貨物に対する事後確認は、EPAに規定された方
法で実施されます。商工会議所や日本税関を通して間接的に行われ
る場合や輸出者・生産者に直接確認が行われる場合があります。

協定及び証明制度によって実施方法は異なりますので、各協定の規
定等をご確認ください。
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３．よくある質問 （３）

⚫ 輸出者・生産者自己申告制度における事後確認方法

➢ 日本税関を経由した確認 ： 日EU・EPA、日英EPA、RCEP協定（※）

➢ 輸出者・生産者へ直接確認 ： ＣＰＴＰＰ

➢ 日本税関を経由
又は輸出者・生産者へ直接確認： 日豪EPA

※RCEP協定において、相手国から、日本税関を介さず直接情報提供要請の連絡があった場合は、財務省関税局原産地規則室まで
ご相談ください。（スライド１９参照）



よくある質問（２） ： 輸出締約国内で調達した材料について３．よくある質問 （４）

貨物を生産し、商社（輸出者）を介して日本から貨物を輸出して
います。日EU・EPAを利用していますが、輸入国税関から事後
確認があった場合に価格等の情報を商社（輸出者）に提示したく
ありません。どうしたらよいでしょうか。

輸入国税関からの事後確認において、情報提供要請は
「原産品申告書の作成者」に対して行われます。

生産者が「原産品申告書の作成者」である場合には、
輸出者を介さず、生産者に対して直接情報提供要請が行わ
れます。

輸出者である商社が「原産品申告書の作成者」である場合は
商社に対して情報提供要請が行われますが、
生産者の企業秘密に該当する情報については、商社を介さ
ずに生産者が直接税関に提供することも可能です。
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よくある質問（２） ： 輸出締約国内で調達した材料について３．よくある質問 （５）

自己申告制度を利用して輸出したいのですが、原産品申告書以
外に産品が原産品であることを証明する書類は何が必要ですか。

産品が原産品であることを証明するために必要な書類は、
原産品の要件の種類に応じ異なります。以下は一例です。
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⚫ 産品が原産品であることを証明するために必要な書類の例

■ 完全生産品
契約書、生産証明書、製造証明書、漁獲証明書等

■ 原産材料のみから生産される産品
契約書、総部品表、製造工程フロー図、生産指図書、各材料・部品の投入記録、製造原価計算書、仕入書、価格表等

■ 実質的変更基準を満たす産品（品目別原産地規則を満たす産品）
a.関税分類変更基準

総部品表又は材料一覧表（HS番号を含む）、製造工程フロー図、生産指図書等
b.付加価値基準

製造原価計算書、仕入書、伝票、請求書、支払い記録、製造工程フロー図等
c.加工工程基準

契約書、製造工程フロー図、生産指図書、生産内容証明書等

■ その他の原産性の基準を適用する場合
原材料の締約国原産地証明書等、製造原価計算書、その他輸入しようとする産品が協定に規定する

        原産性の基準（累積、僅少の非原産材料等）を満たしていることを示すために必要となる事実を記載した資料



よくある質問（２） ： 輸出締約国内で調達した材料について３．よくある質問 （６）

日EU・EPAにおける輸出者自己申告を考えています。
事後確認において資料の不備や情報未更新により原産性を証明
できない場合、日EU・EPAの適用は否認されると思いますが、
輸出者に対する罰則はありますか。

日EU・EPA第3・26条 「行政上の措置及び制裁」に規定されており、
EPA税率の適用を受けるために提出された資料 について、不正確
な情報を含むものを作成または作成させた者に対し、各締約国は自
国の法令に従って行政上の措置をとり、適当な場合に制裁を科する
ことが定められています。

日本では「経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に
関する法律」において、原産品申告書等の虚偽記載に関する罰則が
規定されています。
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• 「経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律」
第四章 罰則
第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 虚偽の記載又は記録をした特定原産品申告書を交付し、又は提供した者
二 虚偽の記載又は記録をした特定原産品誓約書を交付し、又は提供した者

第十二条 第七条第一項の規定（※）による資料の提出の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定によ
る質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

※「第七条第一項」（資料の提出及び立入検査等）には、日EU・EPAにかかる日本税関による事後確認を含みます。



税関ホームページ/EPA・原産地規則ポータルでは、各種情報を掲載。
➢ https://www.customs.go.jp/roo/index.htm

税関ホームページ/EPA・原産地規則ポータル
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➢ 各EPAの協定条文等 https://www.customs.go.jp/roo/text/index.htm

➢ 品目別原産地規則検索システム https://www.customs.go.jp/searchro/jrosv001.jsp

➢ EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出 https://www.customs.go.jp/roo/information/epa/epa_ex.html

➢ 事前教示の情報（公開回答一覧表など） https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/index.htm#h

➢ EPAの自己申告制度を利用した日
本からの輸出についての流れ等

➢ 事前教示の情報
（公開回答一覧表など）

➢ 各EPAの協定条文等

➢ 品目別原産地規則検索
システム



参考：EPA関税認定アドバイザー

30

日本通関業連合会 https://www.tsukangyo.or.jp/pages/262/
税関HP https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/epaadvisor.html

https://www.tsukangyo.or.jp/pages/262/


ご清聴ありがとうございました。
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